
議案第 28 号 

 

生駒市営住宅条例及び生駒市再開発住宅条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２１年３月１０日 

                       生駒市長 山 下  真 

 

生駒市営住宅条例及び生駒市再開発住宅条例の一部を改正する条例 

 （生駒市営住宅条例の一部改正） 

第１条 生駒市営住宅条例（平成９年１２月生駒市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条の見出しを「（入居者資格）」に改め、同条中「の入居者」を「に入

居することができる者」に改め、同条に次の１号を加える。 

  (5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という｡)でないこと。 

  第７条第１項中「前条各号」を「前条第１号から第４号まで」に改め、同条

第３項中「同条各号」を「同条第１号から第４号まで」に改める。 

  第１２条に次の１項を加える。 

２ 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の

承認をしてはならない。 

  第１３条に次の１項を加える。 



２ 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者

が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。 

第４１条第１項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。 

第４１条第４項中「第５号」を「第６号」に改め、同条第５項中「第１項第

６号」を「第１項第７号」に改める。 

第５０条の次に次の１条を加える。 

（入居者資格） 

 第５０条の２ 第４９条の規定により市営住宅を使用することができる者は、

第６条の規定にかかわらず、次に掲げる条件を具備する者でなければならな

い。 

(1) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関

する法律施行規則（平成５年建設省令第１６号）第６条に定める基準に

該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののう

ち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの 

イ 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第７条各号に定

める者 

(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員で

ないこと。 

第５２条中「前２条」を「前３条」に改める。 

第５４条第４号中「第５号」を「第６号」に改める。 

第６４条の次に次の１条を加える。 

（意見の聴取等） 

第６４条の２ 市長は、第６条第５号、第１２条第２項（第５２条において準



用する場合を含む｡)、第１３条第２項（第５２条において準用する場合を含

む｡)、第４１条第１項第６号（第５２条において準用する場合を含む｡)、第

５０条の２第２号及び第５４条第４号に該当する事由の有無について、本市

の区域を管轄する警察署の署長（以下「警察署長」という｡)の意見を聴くこ

とができる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員である

かどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。 

３ 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員で

あるかどうかについて、市長に意見を述べることができる。 

（生駒市再開発住宅条例の一部改正） 

第２条 生駒市再開発住宅条例（平成６年７月生駒市条例第１９号）の一部を次

のように改正する。 

第３条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴

力団員」という｡)は、再開発住宅に入居することができない。 

  第６条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の承認を受けようとする者又はその者と現に同居している者

が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。 

  第１５条の見出しを「（自動車保管場所の使用料等）」に改め、同条に次の

１項を加える。 

 ４ 市長は、第１項の許可を受けようとする入居者又は同居者が暴力団員であ

るときは、同項の許可をしてはならない。 

第２５条第１項に次の１号を加える。 

  (6) 暴力団員であることが判明したとき（同居者が暴力団員であることが



判明したときを含む｡)。 

第２６条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１

号を加える。 

(3) 自動車保管場所を使用している入居者又は同居者が暴力団員であるこ

とが判明したとき。 

第３０条を第３１条とし、第２９条を第３０条とし、第２８条の次に次の１

条を加える。 

（意見の聴取等） 

第２９条 市長は、第３条第３項、第６条第２項、第１５条第４項、第２５条

第１項第６号及び第２６条第３号に該当する事由の有無について、本市の区

域を管轄する警察署の署長（以下「警察署長」という｡)の意見を聴くことが

できる。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員である

かどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。 

３ 警察署長は、必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員で

あるかどうかについて、市長に意見を述べることができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


